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標準報酬月額 新しい標準報酬月額

…

算定基礎届の提出時期が
近づいてきました
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【算定基礎届とは？】

健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬
と、すでに決められている標準報酬月額とが大きくかけ離
れないように、毎年1回、事業所に使用される被保険者の
報酬月額を届け出て、各被保険者の標準報酬月額を決定す
るための届出のことを言います。
（※標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金などにおいて
基準となる報酬となっている金額のことを言います）

☞原則として7月1日～7月10日までに提出します

☝標準報酬月額が変わると保険料もそれに伴って変わります

どうなる？働き方改革法案

最近耳にする日がないほど毎日ニュースに
取り上げられている『働き方改革』。
政府は６月２０日の会期末までに成立を
目指す方針です。

【働き方改革とは？】
「一億総活躍社会」実現に向けた取り組み
⇨少子高齢化が進む中でも「50年後も人
口１億人を維持し、職場・家庭・地域で誰
もが活躍できる社会」のこと。

そもそもこの改革は、労働力人口が著しく
低下していることが原因となり立案されま
した。

【働き方改革が抱える課題】
○長時間労働などの労働環境
長時間労働による過労死やハラスメントに
よる自殺
転勤・配転を拒否できない実情
→36協定の見直し等がポイント

○非正規と正社員の格差
育児や介護を抱える女性や高齢者が正社員
のような制限のない働き方を選ぶのは限界
がある
→この層の待遇・働き方を改善することで
生産性の向上に繋がる

○労働人口不足（高齢者の就労促進）
高齢者の約６割が６５歳を超えても働きた
いと考えている
→継続雇用の延長の検討・65歳までの定
年延長などの必要性
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6/1～6/30
5月分の社会保険料の納付

6/1～7/10
労働保険の年度更新　申告・納付

税務

税務 6/1～6/10
５月分の源泉徴収税額・特別徴収住民税額の納付

特別徴収住民税額の更新

6月の労務管理スケジュール
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4・5・6月の

標準報酬月額を

届出書に記入

7/1～7/10に
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決定された標準報酬月額は

９月～翌年８月または随時

改定・産休・育休終了時

改訂まで使用


